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(57)【要約】
【課題】　本発明の主な目的は、飼料摂取を増進させる
蛋白質産物及びその製造方法を提供することにより、血
漿蛋白質の代わりに植物蛋白質を原料として、高い消化
率と高い飼料摂取量の産品を製造することである。
【解決手段】　本発明は、生化学産物の製造方法を提供
する。前記製造方法は、外表面を有する基質本体を複数
設ける工程と、前記外表面のそれぞれに飼料摂取増進剤
を付着させ、中間体を形成する工程と、基質と中間体を
混合し、生化学産物を形成する工程と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外表面を有する基質本体を複数設ける工程と、
　前記外表面のそれぞれに飼料摂取増進剤を付着させ、中間体を形成する工程と、
　基質と中間体を混合し、生化学産物を形成する工程と、
を含むことを特徴とする生化学産物の製造方法。
【請求項２】
　前記飼料摂取増進剤は液態であり、０．１～０．３％の最終濃度を有し、乳酸発酵液、
椎茸エキス、ブタン酸及びトリプトファンからなる群から選ばれる一つで構成されており
、
　前記外表面に飼料摂取増進剤を付着させる工程は、６０℃より低い操作温度を有するこ
と特徴とする請求項１に記載の生化学産物の製造方法。
【請求項３】
　前記付着工程は、被覆、散布、均一付着及び不均一付着からなる群から選ばれる一つを
含み、
　前記外表面に飼料摂取増進剤を付着させる工程は、噴霧乾燥、バッチ噴霧攪拌及びトン
ネル噴霧攪拌からなる群から選ばれる一つを含むことを特徴とする請求項１に記載の生化
学産物の製造方法。
【請求項４】
　前記複数の基質本体および基質は、乳酸菌、大豆粉、発酵性豆粉、コーンミール、加水
分解蛋白質、ペプチド、生きている細菌胞子、酵母菌、抗生物質及びそれらの組み合わせ
から成る群から選ばれる一つを含むこと特徴とする請求項１に記載の生化学産物の製造方
法。
【請求項５】
　前記加水分解蛋白質は、豆類、藻類、穀物、単細胞植物及びそれらの組み合わせから成
る群から選ばれる一つを含み、
　前記加水分解蛋白質は、蛋白分解酵素によって加水分解され、
　前記蛋白分解酵素は、枯草菌又は納豆菌である微生物によって発酵させることを特徴と
する請求項1に記載の生化学産物の製造方法。
【請求項６】
　外表面を有する基質本体を複数設ける工程と、
　前記外表面のそれぞれに飼料摂取増進剤を付着させ、生化学産物を形成する工程と、を
含むことを特徴とする生化学産物の製造方法。
【請求項７】
　外表面を有する複数の基質本体と、
　前記外表面のそれぞれに付着される飼料摂取増進剤と、
を含むことを特徴とする生化学産物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飼料摂取を増進させる蛋白質産物及びその製造方法に関し、特に、液態の飼
料摂取増進剤によって製造された蛋白質産物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の飼料は、飼料摂取量を高めるために、通常、血漿蛋白質を添加する必要がある。
血漿蛋白質は、動物の血液から得って、ウイルスなどの病原体を有するため、飼料を食べ
る動物を感染させる恐れがある。特に、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）が発生した
ことにより、多くの地域で血漿蛋白質による飼料摂取増進剤の使用が禁止されている。さ
らに、血漿蛋白質は腐敗し易く、その新鮮さを保持することは容易ではない。飼料摂取量
を向上させるための産品（例えば血漿蛋白質）が飼料に添加されていない場合、飼育する
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動物の食物摂取量に影響を与えて、動物の成長にも影響を受ける。特に子豚や離乳子豚の
場合、その食料を一般的な飼料として軽率に変更すると、子豚が食料を拒否する可能性が
ある。従って、市場における飼料摂取増進剤には、例えば乳酸発酵溶液がある。従来の方
法では、液態の飼料摂取増進剤と飼料粉末と直接混合するが、その混合物には、水分を少
なくして凝塊を形成する状態を引き起こし、混合物を再び粉末に乾燥する必要がある。前
記混合の過程で水が混合物に直接添加され、混合終了の後に混合物を再び粉末に乾燥する
場合は、作業負荷が増大し、エネルギーが無駄になり、乾燥温度が高すぎて味が変化し、
更に飼料摂取を増進させる効果が達成できない。また、このような液態の飼料摂取増進剤
の蛋白質含有量と消化率は、血漿蛋白質ほど良いものではない。混合飼料粉末の消化率は
低すぎると、動物の摂取量を増進させるが、飼料利用性が低すぎる結果を引き起こす。
【０００３】
　従って、本発明は、このような従来の課題を解決するため、実験と研究を重ねた結果を
通じて得られたものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の主な目的は、飼料摂取を増進させる蛋白質産物及びその製造方法を提供するこ
とにより、血漿蛋白質の代わりに植物蛋白質を原料として、高い消化率と高い飼料摂取量
の産品を製造することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明では、大豆細胞を１００μｍ以下に粉砕し、その細胞壁を破裂する。これにより
、消化率を９０％以上に高め、後の加水分解工程の反応性も高める。又、消化率を９５％
以上に高めるために、大豆蛋白質は、蛋白質分解酵素によりペプチドに分解される。その
後、前記ペプチドを高消化性の蛋白質粉末に乾燥する。更に、高消化性の蛋白質粉末を基
質とし、液態の飼料摂取増進剤（例えばカルピス株式会社によって製造されるPF-S）を、
低温の噴霧乾燥により、前記高消化の蛋白質粉末に包む。前記細胞壁を破裂する方法は、
研磨、セルロース分解酵素による加水分解、凍結または高速ナイフ衝突が含まれる。前記
蛋白質分解酵素は、ナットウキナーゼや他の枯草菌の発酵から生成されており、加水分解
の後、ペプチドの分子量が７０ＫＤ以下である。前記低温の噴霧乾燥には、温度が６０℃
以下に設定される。
【０００６】
　上述の目的を達成するために、生化学産物の製造方法を提供する。本発明の生化学産物
の製造方法は、外表面を有する基質本体を複数設ける工程と、前記外表面のそれぞれに飼
料摂取増進剤を付着させ、中間体を形成する工程と、基質と中間体を混合し、生化学産物
を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　上記工程の本発明に係る生化学産物の製造方法において、前記飼料摂取増進剤は、液態
であり、０．１～０．３％の最終濃度を有し、乳酸発酵液、椎茸エキス、ブタン酸及びト
リプトファンからなる群から選ばれる一つで構成されており、前記外表面に飼料摂取増進
剤を付着させる工程は、６０℃より低い操作温度を有する。
【０００８】
　上記工程の本発明に係る生化学産物の製造方法において、前記付着工程は、被覆、散布
、均一付着及び不均一付着からなる群から選ばれる一つを含み、前記外表面に飼料摂取増
進剤を付着させる工程は、噴霧乾燥、バッチ噴霧攪拌及びトンネル噴霧攪拌からなる群か
ら選ばれる一つを含む。
【０００９】
　上記工程の本発明に係る生化学産物の製造方法において、前記複数の基質本体と基質は
、乳酸菌、大豆粉、発酵性豆粉、コーンミール、加水分解蛋白質、ペプチド、生きている
細菌胞子、酵母菌、抗生物質及びそれらの組み合わせから成る群から選ばれる一つを含む
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。
【００１０】
　上記工程の本発明に係る生化学産物の製造方法において、前記加水分解蛋白質は、豆類
、藻類、穀物、単細胞植物及びそれらの組み合わせから成る群から選ばれる一つを含み、
前記加水分解蛋白質は、蛋白分解酵素によって加水分解され、前記蛋白分解酵素は、枯草
菌又は納豆菌である微生物によって発酵される。
【００１１】
　上述の目的を達成するために、生化学産物の製造方法を提供する。本発明の生化学産物
の製造方法は、外表面を有する基質本体を複数設ける工程と、前記外表面のそれぞれに飼
料摂取増進剤を付着させ、生化学産物を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　上述の目的を達成するために、生化学産物を提出する。本発明の生化学産物は、外表面
を有する複数の基質本体と、前記外表面のそれぞれに付着される飼料摂取増進剤と、を含
むことを特徴とする生化学産物である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、高い消化率と高い飼料摂取量がある産品を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る噴霧乾燥方法を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るバッチ噴霧攪拌方法を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るトンネル噴霧攪拌方法を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る生化学産物の構造を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下のように、本発明を実施例に基づいて詳述するが、あくまでも例示であって、本発
明の範囲はこれらの実施形態に限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲に記載さ
れており、さらに特許請求の範囲の記載と均等な意味及び範囲内での全ての変更を含む。
【００１６】
　植物原料、例えば豆科植物、藻類、穀物または単細胞植物は、その消化率を９０％以上
に高めるために、研磨、セルロース分解酵素による加水分解、凍結または高速ナイフ衝突
などの細胞壁の除去方法によって処理される。又、消化率を９５％以上に高めるために、
植物原料の蛋白質は、蛋白質分解酵素によってペプチドに分解される。本発明の蛋白質分
解酵素は、ナットウキナーゼや他の枯草菌の発酵から生成されており、加水分解の後、ペ
プチドの分子量が７０ＫＤ以下である。加水分解蛋白質を基質とし、或いは、さらに乳酸
菌、大豆粉、発酵性豆粉、コーンミール、加水分解蛋白質、ペプチド、生きている細菌胞
子、酵母菌又は抗生物質と混合する。その後、液態の飼料摂取増進剤は、前記噴霧乾燥に
より、前記基質に被覆する。前記液態の飼料摂取増進剤は、好ましくは、乳酸発酵液、椎
茸エキス、ブタン酸又はトリプトファンであり、最も好ましくは、エチレンブタン酸であ
り、前記噴霧乾燥の温度は、液態の飼料摂取増進剤の味わいと香りを破壊することを避け
るために、６０℃以下に設定される必要がある。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に係る噴霧乾燥方法を示す図である。図１によると、基質１
０は、上側の飼料注入口１２を介して噴霧乾燥機１５に運び入れる。その後、熱風及び飼
料摂取増進剤１１は、噴霧乾燥機１５のチャンバー側壁に注入される。基質１０は前記チ
ャンバー内に浮遊させる時、飼料摂取増進剤１１は、６０℃よりも低い低温熱風により、
急速に噴霧状にして基質１０に被覆する。最後に、被覆された蛋白質産物は、噴霧乾燥機
１５の下側にある飼料出口１３を介して運び出す。
【００１８】
　低温熱風を使用する目的は乾燥である。基質１０は、もともと粉末状であり、水分含有
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を超える。従って、保存と運送の便利性のために、低温熱風によって、水分含有量を１０
％以下に減少させる。又、乾燥効率を高めるために、別の低温熱風口をさらに設置するこ
とができる。実際には、低温熱風口と飼料摂取増進剤の出口とは異なるものである。この
ような方法は、連続生産のためである。基質１０は連続的に注入口１２から供給されると
、被覆された蛋白質産物は、飼料出口１３を介して運び出す。
【００１９】
　本発明に係る別の実施方法は、図２に示すようなバッチ噴霧攪拌方法である。基質１０
は、プロペラ１４によって連続的に攪拌されると共に、飼料摂取増進剤１１は、上側から
の低温熱風により、急速に噴霧状にして基質１０を被覆する。
【００２０】
　本発明に係るもう一つの実施方法は、図３に示すようなトンネル噴霧攪拌方法である。
基質１０は、右側の飼料注入口１２を介して運び入れる、プロペラ１４によって連続的に
攪拌されると共に、飼料摂取増進剤１１は、上側からの低温熱風により、急速に噴霧状に
して基質１０に被覆する。最後に、被覆された蛋白質産物は、左側の飼料出口１３を介し
て運び出す。このような方法は、連続生産のためのものである。基質１０は連続的に右側
の注入口１２から供給されると、被覆された蛋白質産物は、左側の飼料出口１３を介して
運び出す。
【００２１】
　図４（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施形態に係る生化学産物の構造を示す図である。図
４（ａ）には、基質１０は、飼料摂取増進剤１１の薄層で被覆されている。図４（ｂ）と
図４（ｃ）のような他の実施形態には、飼料摂取増進剤１１は、噴霧乾燥の過程で小さな
粒子になり、基質１０に均一又は不均一に付着している。
【００２２】
　飼料摂取増進剤１１は、噴霧乾燥、バッチ噴霧攪拌又はトンネル噴霧攪拌によって基質
１０に被覆された後、被覆された蛋白質産物には、飼料摂取増進剤１１の濃度が１０～２
０％の範囲にある。被覆された蛋白質産物は、更に他の基質と混合して、飼料摂取増進剤
１１の濃度が０.１～０.３％の範囲にある完全な飼料を形成することができる。
【００２３】
　以上の説明によると、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で、多様な変
更及び修正が可能であることが理解できる。従って、本発明の技術的な範囲は、明細書の
詳細な説明に記載された内容に限らず、特許請求の範囲によって定めなければならない。
【符号の説明】
【００２４】
１０基質
１１飼料摂取増進剤
１２飼料注入口
１３飼料出口
１４プロペラ
１５噴霧乾燥機
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